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《特別寄稿》

１．問題意識
　本稿は、世界最古の制度である君主制が 21 世
紀においても依然として存続している要因につい
て、スペイン地域研究の立場から、比較政治学の
理論に貢献しうる知見を導き出すことを目的とす
る。スペインにおいて歴代国王がどのように政治
に関与し、どのような評価を得たのか。また、21
世紀において、依然としてスペインが君主制を採
用している要因について検討する。

（１）君主制は優れているのか？
　君主制を採用している国は、2018 年現在、国
連に加盟している 193 か国のうち、わずか 28 か
国にまで減少している。第一次世界大戦以前は、
世界の多くの国が君主国であったが、2度の大戦
はアジア・アフリカ諸国の独立を促し、それらの
国が共和政を採用した結果、いつしか君主制を採

用する国は少数派となった２。世界の多くの国が
議会制民主主義を採用する現状において、直感的
には君主という特権的な存在を認める制度と議会
制民主主義という平等を前提とするシステムは相
容れないように感じられる。かつてハンチントン
は、伝統的君主が権力維持のために近代化を推進
すると、近代化によって生み出された諸集団が政
治に参加することとなり、やがて君主は政治の場
から退場させられ、君主制は維持されないと論じ
た。いわゆる「王様のジレンマ」論である３。
　君主制と対比して考えられることの多い共和政
という国家形態は、デモクラシーという統治形態
と相性が良いと理解されるが、実際のところはそ
うとも言い切れない。尾高は、国民主権と君主制
は両立し得るものであり、国民主権になったから
といって、直ちに共和政にならなければならない
ということはないと論じる４。その反対に、共和
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政であればデモクラシーであるというわけでもな
い。例えば、1991 年に崩壊したソビエト連邦は
共和国であったが、共産党一党独裁の下で国民の
言論の自由など基本的権利が奪われたデモクラ
シーとは言えない国家であった。また大陸間弾道
ミサイルと核の開発に勤しみ、世界平和を脅かし
ている朝鮮民主主義人民共和国も共和国という名
の付く非民主的な国家である。君塚は、現代にお
いて、君主制であれ、共和政であれ、民主政治と
人権を尊重し、自国民に豊かな生活を保障しなけ
れば、生き残ることは難しいと指摘する５。つま
り、君主制と共和政のうち、どちらか一方がデモ
クラシーとの親和性が高いと言うことは出来な
いということである。
　とはいえ、世襲という差別を前提とする君主制
は、平等原理を前提とするデモクラシーとでは緊
張があるのは当然である。むしろ君主制はデモク
ラシーに適応するために自己変容を遂げてきたと
考えるべきであり、それが現代において立憲君主
制６と呼ばれる制度である７。立憲君主制では君
主がデモクラシーの擁護者または調停者の役割を
担う存在となる。このような世襲の君主の方が、
共和政のように民主的に選出された大統領より
も、国民の象徴という役割において、有利である
可能性がある。リンスは、ラテンアメリカ諸国に
おける民主制の固定化が進まない要因として、民
主化後に大統領制が採用されたことを挙げた。大
統領制では、議員も大統領も国民から直接選挙に
よって選ばれるため、いわゆる「二重の正統性」
問題が発生し、議会と大統領が対立することで、
デッドロックに陥ること、大統領選挙の結果は勝
者総取りとなり、また大統領の任期は定められて
いることが通例であるため、任期後半はレーム
ダックに陥り、大統領がデモクラシーの擁護者ま
たは調停者にはなり得ないことを指摘し、デモク
ラシーの安定には議院内閣制の方が優れていると
主張した８。その点、立憲君主制は、議院内閣制
を採用することで議会制民主主義との調和を図っ
てきた９。無論、共和政において、議院内閣制を
採用することは可能である。しかしリンスの主張
にのっとれば、立憲君主制が採用することになる

議院内閣制は、大統領制よりも議会制民主主義を
より良く機能させる国家形態であると言うことが
できる。
　では、議会制民主主義の実現という意味におい
て、立憲君主制の優れている点は何であろうか。
バジョットは、英国において君主制が続いている
特徴について以下の５点を挙げる。
　まず君主の行動はわかりやすいことを挙げてい
る。政党同士の駆け引きなどは国民からはわかり
にくい。その点、一人の君主の行動は、明快である。
　次に王権神授説に見られるような宗教的な力を
もって、政府機能を強化している点を挙げてい
る。王権神授説によれば、君主は、神から任命さ
れた唯一の存在であり、その存在は、国民からの
服従心を調達し、国民統合の象徴として最適である。
　３番目の特徴として、社会の頂点に存在する点
を挙げている。君主は存在する限り、二番手の存
在ということはあり得ない。そして君主は原則的
に任期の定めがなく、君主より相対的に任期が短
い首相や大統領より、国民の代表としての適性が
高いということになる。
　第４の特徴として、イギリスでは君主を道徳上
の指導者として考えられていることを挙げてい
る。君主は途方もない空想を追い求めたりせず、
道徳的にも立派であるという前提があり、現に
ジョージ 3世やヴィクトリア女王はイギリス人か
ら有徳の君主であったとみなされている。
　最後の特徴として、世襲君主の持つ伝統的な権
力をもって、国民が知らないうちに政府を手助け
している点を挙げている。絶対王政から議院内閣
制へと移行する際、政権は脆弱である。その支え
となってきたのが、君主であるというのである10。
　確かにいわゆる「アラブの春」によって崩壊し
た国は全て共和国であった。対して、君主国は概
して安定を保っている11。宇野は、危機を乗り越
えるためには権力の集中や絶対化が求められる
が、そのような一元化された中央権力は、それ自
体が新たな不安定化の要因になり得ると指摘す
る。多くの政治的野心家が集権化された国家権力
を目指すこととなり、政治は常に争奪戦の様相を
呈するからである。その点、権力の頂点に世襲の
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君主を置くことで、そうした争奪戦から脱却する
ことができ、安定すると考えられる12。
　本稿では、バジョットの挙げた君主の効用がス
ペインの君主制においても成り立つのか検討す
る。また彼の理論をスペインの事例に当てはめる
ことで、イギリスの事例のみならず、一定の普遍
性があるのかを検証したい。そして、スペインの
事例にバジョットの理論を当てはめることで得ら
れる知見についても提示したい。

（２）崩壊した君主制と維持される君主制
　前小節において、君主制は共和政に比べて議会
制民主主義との調和において劣っていないばかり
かむしろ国民統合において優れた効果を発揮する
という議論を確認した。しかし、すでに述べたよ
うに、19 世紀において多数を占めていた君主国
が、現在では激減している。この要因は何であろ
うか。
　フランスは君主制が崩壊した国の代表格であろ
う。宇野は、イギリスにおいて貴族が平民の代表
者として議会を通じて王権と戦う存在となったの
に対して、フランスでは貴族が特権を保持する不
当な存在とみなされた結果、旧体制の解体を求め
るフランス革命が勃発したと説く。その後、復古
王政期はあったが、一度断絶していることから安
定が難しく、またフランス革命がなかったかのよ
うに、過去への急激な復帰を訴える勢力が台頭し
たため、君主制をめぐる対立は激しさを増し、安
定した立憲君主制の定着に失敗したとする13。こ
うした君主制を擁護する反動勢力がフランス革命
の成果である人権やデモクラシーという価値を黙
殺したため、フランスは君主制回帰に失敗したと
言えるであろう。
　同様に君塚は、第一次世界大戦と共にドイツ帝
国、オーストリア＝ハンガリー帝国、ロシア帝国
という 3つの帝国が消滅した原因を、これら 3帝
国がいずれもフランス革命以降にヨーロッパで勃
興したリベラリズムやナショナリズムを認めず、
その流れを抑圧し、弾圧したことに求める14。つ
まり、既に述べたように、現代において君主制が
存続するためには、デモクラシーと人権という 2

つの理念を尊重していく必要があると理解でき
る15。
　そして第二次世界大戦は君主制を翻弄した。
ヨーロッパ諸国の大半がナチス・ドイツの軍門に
下る中、君主が亡命しながら徹底抗戦を呼びかけ
たオランダ、ルクセンブルク、ノルウエーでは、
戦後、君主は大戦の英雄とみなされ、比較的安定
した体制を維持した16。
　他方、亡命しなかった君主の運命はわかれた。
ドイツ軍が侵攻してきた際、ベルギー政府はロン
ドンにおいて亡命政府を形成して国民に徹底抗戦
を呼びかけたが、ベルギー国王のレオポルド 3世
は、自ら降伏し、国民と共に祖国にとどまって中
立を堅持した。この行為は戦後、連合国および国
民から裏切り行為とみなされ、ベルギーにおいて
君主制が維持されたものの、国民投票の結果、レ
オポルド 3世は退位せねばならなかった17。しか
しデンマークでは、ドイツに対して降伏後、国王
クリスチャン 10 世も祖国にとどまったが、ドイ
ツ軍への非協力的な態度を鮮明にした結果、これ
らの行為を国民から国王による無言の抵抗と受け
止められ、戦後、デンマーク王室は国民と共に祖
国復興の担い手となった18。こうした事実は、バ
ジョットが指摘するように、国民の間では君主は
有徳の人物であるという前提が存在するというこ
とであろう。国民の間でその前提が覆されたと感
じられたときに、君主は退位を迫られると理解で
きる。
　大戦の敗戦国となった君主、もしくは、戦後共
産主義陣営に組み込まれた国の君主は、本人たち
ではどうすることもできず、君主制を維持するこ
とができなかった。唯一の例外は日本である19。
　ところで、2度の世界大戦は、ヨーロッパにお
ける君主国の数を減少させたが、中東地域では第
一次世界大戦後にイラク、エジプト、サウジアラ
ビアで君主国が成立した。中東諸国は、原則的に
英米ソからなる連合国側に協力する姿勢を貫いて
いたが、第二次世界大戦後にイスラエルがパレス
チナ地域に建国されると、民族主義が盛り上がり
を見せるようになる。結果、第一次中東戦争が勃
発し、それに敗北したエジプトでは、民族主義を
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標榜する軍人によるクーデタが成功し、共和国と
なった。イラクもエジプトの流れに同調し、共和
国へと転じた。イランでは1979年のイラン革命に
より、欧米かぶれのパフラヴィー朝が崩壊した 20。
　こうした事例から、21 世紀においては、君主
制が成り立つためには、デモクラシーと人権とい
う 2つの理念を尊重していくことに加えて、国民
から君主が支持されていることという要素も重要
であると考えられる 21。

（３）小括と今後の展開
　以上の問題意識を踏まえて、本稿では、スペイ
ンの事例を取り上げて検証する。スペインは建国
以来、わずかな期間共和政が採用されたことも
あったが、基本的に君主制の国である。そこでは
じめに、スペインの歴代国王が政治に対してどの
ような関わり合いをもってきたのかを検討する。
君主制が維持されている要因は何であろうか。
　またスペインでは、いずれも短命に終わったも
のの、既に述べたように、2度共和政が導入され
た。特に第二共和政期（1931-1936）は、スペイ
ンにおいて初めて本格的な議会制民主主義が導入
された時代であった。共和政がスペインにおいて
樹立される可能性があったにもかかわらず、なぜ
スペインでは共和政が長続きせず、君主制に戻っ
てしまったのか、ここでは特に君主と比較して共
和国大統領の役割に着目して検討したい。
　次に現代スペインにおける国王について検討し
たい。スペイン内戦（1936-1939）後に成立した
フランコ体制（1936-1975）は、国王不在の王国
と自己規定し、君主制の体裁を崩さなかった。し
かし、その後の民主化期において、共和政へと転
じる可能性はあった。それが共和政へとならず、
現在まで君主制を維持している要因はどこにある
のか考えたい。
　現代のスペインでは、2014年にフアン・カルロ
ス 1世が退位し、その息子であるフェリペ 6世が
即位した。フェリペ 6世は国民からどう受け止め
られているのか、現代の国王に対する評価はどの
ようなものかを論じ、本稿を締めくくる。

２．スペインの君主制の変遷
（１）近世のスペイン君主 22

　1469 年にカスティーリャ王国の王女イサベル
とアラゴン連合王国の王子フェルナンドが婚姻関
係を結んだことで、両国の間で同盟関係が生じ、
いわゆるスペイン王国が誕生した。ハプスブルク
朝スペインとなったカルロス 1世（在位 1516-
1556）およびその息子フェリペ 2世（在位 1556-
1598）の治世に、ラテンアメリカの植民地を加え
て「陽の沈まぬ帝国」と呼ばれ、スペイン王国は
最盛期を迎えた。
　ハプスブルク朝スペインの統治システムは複合
王政と呼ばれ、スペインを構成するカスティー
リャ王国とアラゴン連合王国は、それぞれ独自の
法制度を維持した。カスティーリャ王国では王権
と諸侯との間で封建制が確立していたが、アラゴ
ン連合王国では王国を構成する議会の権限が強
く、王権は議会との統治契約に基づいて認められ
ていた。また対外戦争においては、カスティー
リャ王国がスペインを代表し、軍事力および戦費
を調達した。フェリペ 2世が 3度の破産宣言をし
ていることからも、カスティーリャ王国の負担が
膨大であったことがわかる。
　フェリペ4世（在位1621-1665）の治世において、
オリバーレス伯公爵が国軍の創設と法制度の統一
を柱とする改革を試みたが、特にアラゴン連合王
国を構成する有力地域であるカタルーニャが反
対し 23、ハプスブルク朝スペインの時代に近代国
家化が推し進められることはなかった。
　続くカルロス2世（在位1665-1700）は子を残さ
ず亡くなったため、その後継者の座を巡ってスペ
イン継承戦争（1701-1714）が勃発した。戦争の
結果、フランス国王ルイ 14 世の孫がフェリペ５
世（在位 1700-1724，1724-1746）として即位した。
現在まで続くブルボン朝スペインの幕開けである。
　ブルボン朝スペインでは、スペインを構成する
各王国が持つ地方特権や法制度が廃止され、カス
ティーリャ王国の法制度へと統一された。また中
央集権化が目指され、その徹底度合いは 18 世紀
においては不十分であったものの、カルロス 3世
（在位 1759-1788）といった啓蒙専制君主が登場
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した。
　ここで指摘しておきたいことは、国民国家が成
立する近代以前であるとはいえ、スペインを構成
する諸王国の独自性が高いという点である。特に
アラゴン連合王国諸地域においては、身分制的性
格のものとはいえ、議会制の伝統が強く、封建制
が確立していたカスティーリャ王国とは一線を画
す法制度を有していた。こうした歴史的な遺産
は、近現代になると民主的自治の淵源として人々
に想起されることとなった 24。アラゴン連合王国
の主力地域であるカタルーニャは、地中海貿易で
栄えたという商業国家としての性格が強く、王権
の正統性も議会との統治契約に基づいていたこと
から、カスティーリャ王国と比べて、王権の支配
力は弱かった。そういう意味では、スペインとい
う君主国を構成する一地域でありながら、共和政
への親和性が高い地域と言うことができる。2010
年頃からカタルーニャにおいて、スペインからの
独立運動が盛り上がりを見せている。参考程度に
しかならないが、2019 年において、スペイン全
体で共和制支持者が 46.1% なのに対し、カタルー
ニャでは 74.1% という高い数字を示している 25。
また、いわゆるレコンキスタ期において、8世紀
後半にいち早くカタルーニャ地域がフランク王国
の手によってスペイン辺境領としてイスラーム勢
力から奪還されたこと、17 世紀に勃発した収穫
人戦争（1640-1659）の際に、カタルーニャがフ
ランス王国に庇護を求めたことに代表される行為
は、カタルーニャのスペインへの帰属意識が伝統
的に低いことを物語っているように感じられる。

（２）カルロス 4世とフェルナンド 7世 26

　1789 年に勃発したフランス革命は、スペイン
にも様々な影響を及ぼした。時の国王カルロス 4
世（在位 1788-1808）は、スペインを代表する画
家ゴヤの作品である「カルロス 4世の家族 27」に
示されるように、政治的に暗愚な君主として知ら
れている。彼の最大の関心は狩猟であり、隣国に
おいて革命が勃発するという中、政治は王妃マリ
ア・ルイサとその寵臣ゴドイに委ねられていた。
　宰相となったゴドイはナポレオンの覇業に協力

し続け、1807 年にフランスとフォンテーヌブロー
条約を締結した。この条約は、フランス軍がポル
トガル攻略のためにスペイン領内を通過できると
するものであったが、締結された結果、10 万人
以上のフランス兵がスペイン領内に駐留すること
となった。
　18 世紀末から断続的に続く戦争に、ゴドイと
カルロス 4世に対する人々の不満は高まってい
た。こうした状況において、カルロス 4世の息子
である王太子フェルナンドは、父王の退位を迫
る。フェルナンドは、両親がゴドイを寵愛するあ
まり、自分が廃嫡の危機にあると感じて父王に退
位を迫ったが、「望まれた人」というニックネー
ムがついていることからも、自由主義者にとって
フェルナンドは次世代のホープであった 28。カル
ロス 4世の統治に反対する貴族の協力を得て、
フェルナンドはクーデタを計画する。そのクーデ
タは失敗に終わるものの、ゴドイの更迭とカルロ
ス 4世の退位を求める民衆が、国王のいるアラン
フエス離宮に押し寄せると、カルロス 4世は民衆
の要求を受け入れてゴドイを解任、自らも退位を
表明して、フェルナンド 7世（在位 1808，1814-
1833）が即位した。
　しかし実は退位したくないカルロス 4世と王位
の正統性を主張するフェルナンド 7世親子は、後
ろ盾を得ようとナポレオンと会談する。そのナポ
レオンの回答は、両者の退位であり、ナポレオン
の兄ジョゼフのスペイン国王ホセ 1世（在位
1808-1814）としての即位であった。
　カルロス 4世一家がナポレオンと会談するため
にバイヨンヌへと移動する際、マドリード市民の
一部は、これを国王一家の誘拐と捉え、フランス
軍との小競り合いが勃発した。これがスペイン独
立戦争（1808-1813）のきっかけとなった。フェ
ルナンドが政治機構として設置した最高中央評議
会が、フェルナンド 7世の奪還を合言葉にフラン
スに対して宣戦布告した 29。この戦争は、ゲリラ
戦を展開したスペイン軍が最終的に勝利をおさめ
た。1813 年にホセ 1世が退位すると、ヴァラン
セー条約により、フェルナンド 7世が復位した。
　自由主義者をはじめとした多くのスペイン人か
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ら期待されていたフェルナンド 7世であったが、
その期待は大きく裏切られる。スペイン独立戦争
中の 1810 年にカディスでスペイン史上初の近代
議会が開かれ、その成果として自由主義的な性格
を持つことで知られるカディス憲法が公布され
た。独立戦争終結後、カディス議会のメンバー
は、復位したフェルナンド 7世に対してカディス
憲法への誓約を要求するが、フェルナンド 7世は
カディス憲法の無効を宣言し、自由主義者を弾圧
した。
　フェルナンド 7世は、リエゴによるプロヌンシ
アミエント 30 が成功した 1820 年からの 3年間と
晩年の遅々とした改革を除き、1833 年に亡くな
るまで絶対王政を貫いた。フェルナンド 7世は、
自由主義者が追い求めた次世代のホープではな
く、また祖父の代のカルロス 3世のような啓蒙専
制君主でもなかった。徳の高い人物からは程遠
く、自らのバイヨンヌへの移動がスペイン独立戦
争のきっかけとなったにもかかわらず、国民がフ
ランス軍と戦って命を落とす中、自分は比較的良
い暮らしをし、フランス軍が勝利すると手放しで
喜んだと言われている。
　フェルナンド 7世がカディス憲法の廃止を宣言
したとき、自由主義者には裏切りと映ったはずで
ある。しかしホセ 1世が即位したときと異なり、
民衆は立ち上がらなかった。民衆にとって自分た
ちの国王が戻ってきたことが重要であって、自由
主義という価値が、一部の将校らを除いては、重
要ではなかったところに、19 世紀の出来事とは
いえ、スペイン特有の後進性が認められる。

（３）�自ら亡命する王たち：イサベル 2世、ア
マデオ 1世、アルフォンソ 13世

　　①イサベル 2世
　フェルナンド 7世は、亡くなる直前にもスペイ
ンに災いの種を残している。
　1829 年にフェルナンド 7世は 4度目の結婚を
し、その翌年に娘イサベルが誕生した。女子の王
位継承を禁ずるサリカ法の適用があったため、イ
サベルが誕生したとしても、王位継承者はフェル
ナンドの弟であるカルロスになるはずであった。

ところがイサベルが誕生すると、これを改め、イ
サベルを王位継承者としたのである。
　伝統主義者は、フェルナンド 7世期晩年に行わ
れた自由主義的改革に反対してカルロスを支持し
ていた。カルロス自身もカルロス 5世を僭称し、
イサベルとの対決姿勢を鮮明にした。夫フェルナ
ンド 7世に先立たれた王妃マリア・クリスティー
ナは、幼い娘であるイサベル 2世を守るべく、自
由主義的改革を約束することで自由主義者を抱
き込んだ。この対立が第一次カルリスタ 31 戦争
（1833-1839）である。
　1839 年にベルガーラ協定が結ばれてカルリス
タ戦争が終結すると、幼いイサベル 2世の摂政と
なったマリア・クリスティーナは、漸進的な改革
を目指す穏健派と急進的な改革を目指す進歩派と
呼ばれる二派の自由主義者に政治を委ねる。この
流れは 1843 年にイサベル 2世が親政を開始して
も続き、多くの期間を穏健派が政権を担当したも
のの、エスパルテーロ将軍によるプロヌンシアミ
エントが成功した際などに進歩派も政権を担当し
た。こうして、少しずつスペインに自由主義が浸
透していったのである。
　1866年になると、アメリカ南北戦争（1861-1865）
の影響から金融危機が発生し、危機的状況の中、
穏健派政権は無策であった。進歩派の他に、普通
選挙などの改革を主張する民主派が登場し、ブル
ボン朝の打倒を目指すオステンデ協定が進歩派と
民主派の間で結ばれた。
　1868 年にイサベル 2 世の退位を求めて、プリ
ム将軍がプロヌンシアミエントを実行した。それ
に呼応する形で革命評議会が結成され、セラーノ
将軍率いる反乱軍は、南部コルドバ県アルコレア
において政府軍に勝利し、マドリードに進軍し
た。イサベル 2世は、政府軍敗北の知らせを聞
き、フランスへと亡命したのである。

　　②アマデオ 1世
　革命に成功した反乱軍は、臨時政府を結成し
た。反乱軍の共通点は、イサベル 2世の退位を求
めるという点のみであったので、それぞれが描く
方向性はバラバラであった。臨時政府は、憲法制
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定議会招集のための選挙を行ない、その結果は、
君主制支持派が多数を占めたので、立憲君主制を
前提として 1869 年憲法が制定された。この憲法
は同時代のその他の欧州諸国のものと比べても進
歩的な憲法と評価されている。表現・信教の自由
や男子普通選挙が謳われている憲法である。
　議会において君主制の継続が確認されても、新
国王を誰にするかという問題は残った。臨時政府
は、ブルボン朝の打倒という点では一致していた
ので、イサベル 2世の息子であるアルフォンソ
（後のアルフォンソ 12 世）は早々に候補から除外
され、議会の決定により、1870 年にイタリア・
サヴォイア家のアメデーオが新国王となることが
決定された。
　しかしアマデオ 1世（1870-1873）として即位
したアメデーオの前途は非常に厳しいものであっ
た。アマデオ 1世を強く推し、就任後、後ろ盾に
なるはずのプリム将軍は、アマデオ 1世がスペイ
ンに到着する前に暗殺されていた。1869 年憲法が
あまりに急進的すぎるという理由から、保守派が
蜂起を繰り返し、1872 年にはフェルナンド 7世
の弟カルロスの孫を担ぎ出して、第三次カルリス
タ戦争（-1876）が勃発した 32。また植民地キュー
バでは、スペインからの独立を求めていわゆる十
年戦争（1868-1878）が行われていた。
　この状況において、アマデオ 1世は 1873 年に
自ら王位を辞した。国王がいなくなり、代わりの
候補を探すのも困難な状況にあっては、君主制支
持派であっても、現実的には選択肢がなく、第一
共和政が成立したのである。
　しかし第一共和政はわずか 10 か月で崩壊した。
最終的にはマルティネス・カンポスによるプロヌ
ンシアミエントが成功して、王政復古が唱えられ
るために共和政が終焉したものの、共和政は内部
に様々な問題を抱えていた。共和政に反対する勢
力が蜂起を繰り返すのは自然として、共和政を支
持していた民衆も遅々として進まない改革および
いわゆる上からの改革に不満の声を上げていた 33。
またわずか10か月の間に国民の代表であり国家統
合の象徴であるはずの大統領が 5人も誕生してい
ては、政治的に安定するはずもなかったのである。

　　③アルフォンソ 12 世とアルフォンソ 13 世
　1874 年に王政復古が宣言され、イサベル 2世
の息子がアルフォンソ 12世（在位 1874-1885）と
してスペイン国王になった。アルフォンソ 12 世
は聡明かつ文武両道な人物であったと評価されて
いる。亡命中にヨーロッパの自由主義思想に触れ
ており、イギリスの君主制をモデルとして「君臨
すれども統治せず」を是とした 34。
　王政に伴って制定された 1876 年憲法は、自由
主義という観点から見ると、1869 年憲法と比べ
てやや保守化したと見ることができる。基本的人
権などが謳われているものの、主権は国王が優位
な国会との共同主権であった 35。
　こうした憲法が制定された背景には、第一共和
政の惨状を受けて、治安の安定が最重要課題とさ
れたからである。王政復古体制の立役者であるカ
ノバスは、保守党を結成し、自由党を結成したサ
ガスタと二大政党交代制と呼ばれる奇妙な制度を
作り上げた。二大政党交代制とは、二党が政権の
座を争うのではなく、二党以外を政権の座から締
め出すために、交代で政権を担うというシステム
である。このシステムを支えたのが、カシキスモ
と呼ばれる親分・子分関係であり、その力を最大
限発揮した選挙操作である。
　アルフォンソ12世の治世では安定がもたらされ、
第三次カルリスタ戦争も十年戦争も収束した。し
かしアルフォンソ 12 世は突如 1885 年に肺結核で
亡くなった。王妃マリア・クリスティーナが後の
アルフォンソ13世（在位1886-1931）を身ごもった
中での死であった 36。
　マリア・クリスティーナが摂政を務める時代は、
二大政党交代制が機能し、難局を乗り切ることに
成功したが、アルフォンソ13世が親政を開始する
1902 年には先行き不透明な状況となっていた。
1898 年の米西戦争においてスペインは大敗し、
名実共にスペインがもはや帝国ではないことが明
らかとなっていた。文芸界を中心にスペインはど
うあるべきか、どのようにスペインを再生すべき
か、いわゆる再生主義が唱えられるようになるの
である。政治に関して言えば、カシキスモと二大
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政党交代制が諸悪の根源とされた。
　アルフォンソ 13世 37 が親政を開始した時には、
カノバスもサガスタも既にこの世を去っており、
保守党も自由党も世代交代をしていた。社会主義
政党である社会労働党や労働組合が誕生し、カタ
ルーニャでは地域主義政党であるリーガが結成さ
れる中で、もはや二大政党交代制は時代遅れの産
物であったが、政界はすぐに再生主義が波及せず、
安定が重視された。
　アルフォンソ 13 世はスペイン各地を訪問し、
国民の象徴になろうと活発に活動した。しかし、
彼はデモクラシーの実現といった価値よりも安定
を重視していた。1906 年にアルフォンソ 13 世は、
軍に関する犯罪は文民であっても軍法会議にかけ
ることを柱とした裁判権管轄法を支持した。この
ことは軍の政治介入を王が認めたと理解された。
また、1909 年にバルセロナでゼネストが発生し
た際、これを鎮圧するために躊躇なく戒厳令を発
布して、軍を投入している。デモクラシーの実現
が程遠いと感じたアナキストは、暗殺という手段
を常套とし、20 世紀に入ってからもカナレハス
とダトという 2人の首相が暗殺されている。
　第一次世界大戦（1914-1918）に非参戦とした
スペインは、開戦当初こそ戦争特需により好景気
を迎えたものの、大戦後半期は輸出過多による物
資の欠乏と過度なインフレによりストライキが続
発した。また1918年のロシア革命の成功は、社会
主義者を大いに鼓舞し、労働運動が先鋭化した。
　極めつけは、モロッコ戦争である。1921 年に
アンワールにおいて、スペイン軍はリフ族の部隊
に大敗し、死者 1万人以上を出した。当時のガル
シア・プリエト首相は、敗北の主な原因を軍に求
めたため、軍は反発した。
　もはや議会では解決不可能と考えたアルフォン
ソ 13 世は、安定した強い政府を樹立するために
は、武力行使も必要と判断し、軍によるクーデタ
を容認した。戦間期ヨーロッパにおいて、強い政
府を望む声は普遍的に見られる現象であるが、ス
ペインでは軍に求められたところに特徴がある 38。
こうして、国王の支援の下、プリモ・デ・リベー
ラ独裁体制（1923-1930）が成立した。

　プリモ・デ・リベーラ期の前半は、緊急事態に
おける政権の暫定性を強調して、議会・内閣を停
止させた。またフランスと共同でモロッコ問題を
収束させ、労働運動を弾圧して治安の回復を達成
した。暫定性を強調したプリモ・デ・リベーラで
あったが、治安の問題などで一定の成果をあげる
と、戒厳令を解除し、恒久的な体制を望むように
なる。これには反発する勢力が増加し、最終的に
は1929年の世界恐慌への対応を見て、アルフォン
ソ13世自らプリモ・デ・リベーラの辞任を促した。
　アルフォンソ13世自身の認識では、自分がプリ
モ・デ・リベーラの「悪政」に終止符を打った立
役者であった。そこでアルフォンソ 13 世はプリ
モ・デ・リベーラにかわる新たな軍事政権を樹立
しようとしたが、プリモ・デ・リベーラ独裁体制
の確立に寄与したのが他ならぬ国王自身であった
ことは、誰の目にも明らかであった。
　独裁制の打倒を掲げる多様な勢力は、1930 年
にサン・セバスティアン協定を結び、実質的に国
民投票の役割を果たすことになる市町村議会選挙
の実施を国王に求めた。国王はこれを容認し、
1931 年市町村議会選挙が行われた。選挙では、
反独裁制派が圧勝し、その中でも共和政支持派
が、マドリードなどの大都市圏で優勢となった。
集計結果全体では、王政支持派が多数を占めてい
たものの、アルフォンソ13世はその結果を見るこ
となく、「余は国民に愛されていないことを思い
知った 39」として、亡命した。19 世紀のアマデオ
１世以来、またしても、国王がいなくなったこと
により、共和政のみが現実的な選択肢となったの
である。

　　　④小括
　ここまでイサベル 2世、アマデオ 1世、そして
アルフォンソ 13 世の退位の経緯について概観し
た。王たちの行動を分析すると、彼らは致命的な
段階に至る前に亡命することで、結果的に民衆に
よる君主への憎悪を最小限に食い止めることがで
きたと思われる。前節で見たように、君主制が廃
止に追い込まれた国々では、君主と敵対する勢力
との軋轢は最高潮に達していた。また、上記に関
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連して、スペインでは一貫していかなる時も君主
制が有力な統治形態として選択肢に入っていると
いう特徴がある。19 世紀においては、民衆の間
で自由主義的な価値観が十分に浸透していなかっ
たこと、農村部ではカシキスモが機能していたこ
とがその要因として挙げられる。20 世紀におい
てアルフォンソ 13 世は、憲法を遵守し、国民の
象徴になろうと努めたが、政治の安定を重視して
表舞台に立ち過ぎたことが最終的な亡命へとつな
がってしまったと考えられる。
　スペインでは積極的な選択肢として共和政が採
用されてこなかった。これも共和政が脆弱であっ
た理由のひとつと考えられる。

（４）第二共和政
　第二共和政（1931-1936）は、スペイン史上初
の本格的な議会制民主主義の時代であると言われ
ている。しかし長くは続かず、フランコら右派軍
人の蜂起をきっかけに内戦へと突入してしまっ
た。何が原因として考えられるか、ここでは要点
のみを簡潔に記したい。
　危機を乗り越えるためには、権力の集中や絶対
化が求められるが、そのような一元化された中央
権力は、それ自体が新たな不安定化の要因になり
得る。第二共和政はこうした宇野の指摘どおりに
なってしまったと考えられる。勢力が多極化する
ことで不安定化を引き起こすという懸念から、各
選挙区における第一党にプレミアが与えられる選
挙制度を導入して、二大政党制へと近づける努力
がなされたが、リンスはそれが左右ブロックの対
立の激化を生み、内戦へと導いたと指摘する 40。
　またリンスは、民主制の安定には、中立権力の
存在が重要であると指摘する。第二共和政は、実
質的には半大統領制であり、首相の任命は大統領
が行なっていたため、アルカラ・サモーラが大統
領であった間は、一度も議会第一党の党首を首相
に任命しなかった。民意の反映という意味では問
題があるが、中道政党の党首を首相にすること
で、左右イデオロギーのバランスを取り、第二共
和政の安定を図ったのである。アルカラ＝サモー
ラの次に大統領となったアサーニャは、選挙結果

を忠実に反映すべく、第一党の党首を首相に任命
した。その結果、バランスが崩れ、左右の対立は
激化し、スペインは内戦（1936-1939）へと突入し
ていった 41。このように第二共和政は、宇野の指
摘を克服することが出来なかったのである。

（５）フランコ体制という王国
　スペイン内戦において反乱軍を指揮したフラン
コは、内戦中から独裁体制の確立を目指した。フ
ランコは、いわゆる枢軸国側から支援を受けて内
戦を戦い、自らの独裁体制もファシズム体制をモ
デルに構築された。
　第二次世界大戦（1939-1945）が勃発すると、
すぐに中立を宣言したが、時として非交戦国宣言
をし、枢軸国側への接近を図った。しかし第二次
世界大戦において枢軸国側の劣勢が明らかになる
と、今度は反共の防波堤であるとして、連合国側
へと接近した。こうした政策は、一時的に国連排
斥決議を受けて国際的に孤立するものの、戦後の
冷戦構造と合致し、1955 年には、スペインが反
共の防波堤であるという主張が西側諸国に受け入
れられて、国連に復帰した。
　フランコは、反共・反フリーメーソンを標榜し
た。そのうえで、第二共和政がスペインを分断す
る諸悪の根源であったとし、スペイン内戦がその
諸悪の根源からスペインを救う戦いであったと主
張した。ゆえに内戦後の処理において、共和国側
の支持者に対して、苛烈な弾圧を加え、内戦の勝
者による支配を正当化した。1947 年には国家元
首継承法が制定され、同法でフランコ体制のスペ
インを国王不在の王国と規定した。そしてフラン
コ自身の後継者は、自らが決めるとしたのである。
　第二共和政を否定する姿勢から、スペインを王
国と規定することは自然な流れではあるものの、
この法律が制定された理由は他にもあった。1941
年にアルフォンソ 13 世が亡くなると、その息子
ドン・フアンが王位継承者となった。ドン・フア
ンは、枢軸国側が敗色濃厚になるのを見計らっ
て、1945 年にフランコに対して王政復古を要求
するローザンヌ宣言を行なった 42。このローザン
ヌ宣言に対するフランコの回答が、国家元首継承
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法であったと言える。つまり、国家元首継承法が
示していることは、ドン・フアンが王位継承者で
あっても、フランコ体制において自動的にスペイ
ン国王になれるというわけではないということで
ある。また、ローザンヌ宣言を受けて、フランコ
はドン・フアンを国王にしないと決めたと言われ
ている 43。ドン・フアンは、国家元首継承法の成
立を受けて、さらにエストリル宣言を出し、国家
元首継承法が無効であると宣言した。両者の対立
は深まっていったのである 44。
　ドン・フアンは、結局のところ、フランコが状
況をコントロールしていると悟ると、1948 年に
フランコと会談し、11 歳になった息子、フアン・
カルロスをフランコに預けた。フランコは、フア
ン・カルロスに様々な帝王学を授ける一方で、す
ぐには後継者に指名しなかった。むしろ、フア
ン・カルロスのライバルを次から次へと登場させ
た。フアン・カルロスがようやくフランコの後継
者として指名されるのは 1969 年のことであった。
　ところで、フランコの後継者となったフアン・
カルロスの立場は脆弱であった。フランコという
権力の中枢が消滅した後に発生する不確実性の中
で、親フアン・カルロスと呼べる有力者は少な
く、最大の支持者であったカレロ・ブランコも首
相在任中の 1973 年に暗殺されてしまった。また、
ドン・フアンは、フアン・カルロスが自分を飛び
越えて王になることを認めず、なかなか王位継承
権を息子に譲らなかった。そのため、王位継承権
者が名乗る称号であるアストゥリアス王子をフア
ン・カルロスは名乗ることが出来ず、急遽スペイ
ン王子という称号が用意されてのフランコの後継
者指名であった。
　このようにフランコ体制は、巧みに国際情勢を
利用して生き残った。また後継者選定について、
初期の段階で王国と規定したものの、慎重な姿勢
を崩さず、レームダックが発生するのを防いだ。
フランコ体制は、デモクラシーからは程遠かった
が、スペイン現代史の中で長らく得られなかった
平和と安定をもたらしたということができる。

３．現代のスペイン君主制
（１）民主化とフアン・カルロス
　1975 年にフランコが亡くなると、フアン・カ
ルロス 1世（在位 1975-2014）が即位した。結果
的にフアン・カルロス 1世のもとで民主化が達成
されるわけであるが、フランコの下で育てられた
フアン・カルロス 1世がデモクラシーに精通して
いたとは考えられない。1970 年代の国際情勢を
考慮すると、フランコの後を継いで独裁者になる
ことは事実上不可能であった。また、急進的な民
主化が起こり、共和政が樹立されてしまうことも
避けなければならなかった。つまり、自ら民主化
を主導することが最も理にかなったことであった
と言える 45。さらに、既に述べたように、フア
ン・カルロス 1世自身の立場も盤石というわけで
はなかったので、国内政治に関しては約半年間傍
観した 46。他方、国内視察と外遊は積極的に行
なった。最初の公式訪問先にカタルーニャを選択
し、祖父も行なわなかったカタルーニャ語でのス
ピーチをした。またアメリカ連邦議会において、
英語でスピーチを行ない、全てのスペイン人のた
めの王になると宣言した 47。
　政治改革では、1976 年にスアレスを首相に指
名し、スアレス首相はフェルナンデス・ミランダ
国会議長と共に、実質的にフランコ体制の解体を
意味する政治改革法を成立させた。また 1977 年
の総選挙に先立って、共産党を含めた原則全政党
の合法化を行なった。共産党の合法化は、フラン
コ体制共通の敵が合法化されることを意味し、特
に軍にとってはセンシティブな問題であったが、
スアレス首相自らテレビ演説を行ない、フアン・
カルロス 1世は三軍の総司令官という地位を生か
して、軍の反発を抑えた。このようにフアン・カ
ルロス 1世の名声が高まっていく中で、総選挙前
にドン・フアンが王位継承権の放棄を宣言し、フ
アン・カルロス 1世はブルボン家としても正統な
王位を継承することになった。
　総選挙後も引き続きスアレスが首相を務め、
1978 年には民主的な憲法が制定された。スペイ
ンの統治形態を議会君主制と定義し、国王はスペ
イン国民の象徴となった。したがって、国王の行
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為は儀礼的なものであり、「君臨すれども統治せ
ず」という形態が明文化されたと言えよう 48。
　1981 年にスアレスが首相を辞任すると、直後
に軍人の一部が下院を占拠するというクーデタ未
遂事件が発生する。フアン・カルロス 1世は三軍
の総司令官という立場で冷静に対応し、事をおさ
めている 49。
　1982 年の総選挙の結果、フランコ体制では非
合法政党であった社会労働党が第一党となった。
1986 年には EC加盟を果たし、1999 年にはユー
ロ圏の初期メンバーとなった。フランコ体制とい
う遺産には、依然未解決な問題が残されているも
のの、多くの人々にとってフランコ体制は過去の
ものとなっていった。
　フアン・カルロス 1世は、全てのスペイン人の
王を自認し、名実ともに国民統合の象徴となっ
た。民主化期においては、デモクラシーの価値を
認め、政権を下支えする役割を担い、クーデタに
も毅然とした態度で立ち向かい、国民からは高徳
な人物と捉えられた。1996 年に成立したアスナー
ル政権以降、政治的な役割を果たす場面は減って
きているが、王室外交や 1991 年から始まったイ
ベロアメリカ会議に国家主席として出席した。少
なくとも 20 世紀の間は、フアン・カルロス 1世
の人気は絶大であり、フアン・カルロス 1世はス
ペインに立憲君主制を定着させた立役者であった。

（２）総括と 21世紀のスペインの君主制
　本稿では、①君主制は優れた国家形態なのか、
②崩壊した君主制と維持される君主制はどう異な
るのか、という点について先行研究の議論を整理
したうえで、スペインの事例と突き合わせること
で得られる知見を提示しようと試みた。
　スペインでは歴史的に複合王政が長く続いたた
め、地域によって法制度や統治形態が異なってい
た。例えば、カスティーリャ王国では封建制が確
立していたが、アラゴン連合王国では王権が身分
制議会に制限されていた。一概にその伝統が現在
まで続いているとは言えないが、連邦制論者や共
和政論者が伝統的にカタルーニャに多いのは、歴
史が無関係ではなかろう。となれば、近代以前に

どのような形態の統治がなされていたのかという
点も、君主制が維持される条件として加味するこ
とができるように思われる。
　スペインでは民衆との関係が決定的な破談にな
る前に君主が国内にとどまらず、亡命する傾向に
ある。こうなるとは、君主制そのものへの批判に
ならず、君主個人の問題として捉えられるように
なる。実際スペインでは、共和政が樹立される
際、君主が亡命して君主制を維持できなくなったた
め、しぶしぶ共和政が導入されたという面があ
る。少なくとも、君主制という選択肢が消滅する
という状況は過去に訪れていない。ゆえにスペイ
ンでは君主制が維持されていると考えられる。
　すでに述べたように、スペインでは 2度共和政
が樹立されたが、2度ともに短命に終わっている。
短命に終わった主な要因は、宇野が指摘するよう
に、多様な勢力が結集して共和政を樹立するた
め、共和政の中で政治が争奪戦になってしまった
からである。事実、第一共和政ではわずか 10 か
月で 5人の大統領が誕生した。第二共和政では、
アルカラ・サモーラ大統領が中立権力の役割を果
たしていた間は、比較的安定していた。しかし、
アルカラ・サモーラが罷免されると、選挙制度の
効果もあって、左右の陣営がブロック化した。そ
の結果、左右の対立は激しさを増し、選挙で勝利
した陣営が総取りとなり、最終的に政治は見切り
をつけられ、内戦へと突入した。スペインの事例
だけを見ると、元君主制の国が共和政へと移行す
るのはかなり困難に思われる。もっと積極的な理
由がないと、君主制から共和政への転換は難しい
と言えよう。
　君主の役割の中で、重要なのは、国民が知らな
いうちに政府を手助けしていることであるように
思われる。アルフォンソ 13 世は、君臨すれども
統治せずを是としていたが、国民からは権力の象
徴のように映った。対してフアン・カルロス 1世
は、困難な境遇の中で様々な政策を遂行してきた
と思われるが、国民の象徴というポーズを崩さな
かった。
　スペインでは君主がデモクラシーの擁護者とし
ての役割を果たす場面は、フアン・カルロス 1世
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までなかったように思われる。歴代君主の中で政
治的に有能・無能はあるものの、総じて君主は安
定を求めていたように思われる。これはスペイン
社会の後進性ゆえに 20 世紀に至るまで君主がデ
モクラシーの擁護者でなくとも受け入れられてき
たためなのか、フランスやイギリスとは貴族の扱
いが異なるためなのか、引き続き検証が必要とな
ろう。君主制自体の評価についても今後の課題と
したい。
　それでは最後に 21 世紀のスペインの君主制の
展望を述べて、本稿の締めくくりとしたい。
　2014 年にフアン・カルロス 1世は退位し、そ
の息子のフェリペ 6世が即位した。民主化期には
その立役者という喝さいを浴びていたフアン・カ
ルロス 1世であったが、21 世紀に入ると、フア
ン・カルロス 1世個人のみならず、スペイン王室
全体がスキャンダルまみれになり、求心力が著し
く低下した。2007 年のイベロアメリカ会議にお
いて、ベネズエラ大統領であるチャベスに向かっ
て「黙ったらどうかね？」という発言は、ジョー
クで済まされたものの、2012 年のボツワナへの
像狩り旅行は国民から大いに非難を浴びた。また
一族では、2010 年にエレナ王女が離婚し、2017
年にはクリスティーナ王女の配偶者であるウルダ
ンガリンが公金横領罪で起訴され、禁固 6年 3か
月の実刑判決を受けた。高齢を理由とした退位で
あったが、様々なスキャンダルの幕引きという意
味合いもあろう。
　近年フェリペ 6世は、君主制を維持するべく、
懸命にスキャンダルだらけのフアン・カルロス前
国王の影響力を削ごうとしているように見受けら
れる。2019 年 5 月、フアン・カルロス 1世は今
後公式行事には出席しないと表明し 50、2020 年 3
月にはフェリペ 6世自身も前国王の遺産相続を放
棄すると宣言し、前国王への宮廷費の支給を打ち
切った 51。そしてついに 2020 年 8 月にフアン・
カルロスはサウジアラビアに亡命した 52。その背
景には、フアン・カルロスとその愛人に向けて、
2012 年に 1億ユーロの献金があったことを議会
グループが調査を始めようとしていたことがあっ
た 53。

　欧州の中流国となったスペインは、もはや安定
を希求するような国ではなく、王室が積極的にデ
モクラシーと人権の擁護者になっていく必要があ
る。フェリペ 6世の後継者候補が共に女性という
状況も、後継者は男子優先という憲法の規定を変
更させ得る状況であり、新時代の幕開けを予感さ
せている 54。
　幸いにして、父王と決別したフェリペ 6世の支
持率は回復している。2020 年 12 月に行われた
「もし明日国民投票があるとしたら、君主制と共
和政どちらを支持しますか？」という調査におい
て、66.9％の人が君主制を支持するとした。2020
年 7 月の調査では初めて君主制支持者が共和政支
持者を下回っていたので（48.9％	VS	49.3%）、父
王の亡命は君主制支持において好影響をもたらし
たと言えよう 55。
　フェリペ 6世は、2021 年現在即位からまだ 7
年であり、真価が問われるのはこれからであろ
う。2017 年にカタルーニャで実施された独立の
是非を問う住民投票について、「独立支持派によ
る住民投票は民主主義に反しており、認めがたい
不忠義である」56 とカタルーニャ州政府を非難す
る演説を行なった。このことはカタルーニャ人の
怒りを買い、拙速な行ないであったと思われる
が、現在その評価を挽回している状況にあると言
える。父王からの呪縛から放たれた国王の存在感
に期待したい。

＊　＊　＊
　松本正生教授退職記念号に寄稿させて頂ける栄
誉に深く感謝申し上げる。
　今から約 20 年前、筆者が埼玉大学経済学部の
学生だったとき、松本教授の政治学の講義を受講
し、それが大変興味深く感じられ、筆者は松本教
授のゼミに所属することにした。以来、筆者は政
治学を志すようになった。正確な表現は忘れた
が、「小選挙区制は結果を明確にする。比例代表
制は結果を正確に反映する。」というフレーズは、
今も筆者の講義で使わせて頂いている。
　とはいえ、筆者は松本教授が主に専門とする選
挙研究や世論調査研究とは異なり、政治史を志し
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た。元来筆者は、中学校や高校でも選挙管理委員
を務めたほどの選挙好きであり、統計好きであ
る。しかし松本教授のもとで学んでいるうちに、
数字では見えない部分の方が気になるようになっ
てしまった。松本教授は社会学にも造詣が深く、
その影響が大きかったのかもしれない。
　松本教授には、筆者が埼玉大学卒業後も様々な
場面で面倒を見て頂いた。そもそも不勉強すぎる
筆者は、大学院に受からなかった。研究計画書も
まともにかけなかった。なんとか大学院生になれ
た後も、松本ゼミの夏の研究発表会にコメンテー
ターとして呼んで頂いたり、先生とお食事する機
会を与えて頂いたりした。それらは大変貴重な時
間であった。
　学生時代は「松本正生が現役の間にぶっ倒す」
なんて威勢の良いことを口走ったこともあった
が、そんな夢が叶うはずもなく、先生の背中は遠
いままである。拙稿も松本教授のご退職をお祝い
するにしてはあまりにも拙いものである。3年前
に専任教員のポストを運良く得たこと、このよう
な寄稿の機会を与えて頂いたことがせめてもの罪
滅ぼしであろうか。
　以前、先生は、「学生に影響を及ぼすことは罪
深いことではないか」といった類のことを口にさ
れていた。筆者のその答は今でも変わらない。
「好き好んで影響を受けにゼミに所属し、今があ
る。そのことに感謝こそすれ、後悔などしていな
い。」と。
　今後も先生がお元気にご活躍されることを心か
ら祈念し、筆者は更なる研鑽を積むと誓いつつ、
拙い謝辞を終えることにしたい。
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　The monarchy is known as the oldest system of governance, and this system still exists in the 21st 

century. If you make an intuitive judgement, you may perhaps think that the monarchy is in contradiction 

to democracy. 

　This ar ticle gives an overview of the Spanish case and clarifies why the monarchy still exists. 

Specifically, after organizing the discussions of previous studies on (1) whether or not the monarchy is an 

excellent form of state, and (2) how the collapsed monarchy differs from the maintained monarchy, I will 

present the findings obtained by making comparisons with the case of Spain, through which I hope to 

contribute to the theory of comparative politics. 

　As a result of the examination in this paper, the following findings were obtained. As far as the case of 

Spain is concerned, the transition from a monarchy to a republic is quite difficult, and it is thought that the 

success or failure of the republic depends on what form of governance was adopted in the pre-modern 

period. It was also found that it is important to leave the country, such as when the monarch goes into 

exile, before the confrontation with the people becomes decisive, so that the monarchy itself cannot be 

questioned.

The Meaning of the Existence of Kings in Spanish Politics

NAGATA Tomonari

《Summary》




